
虚偽証言を根拠とする報道で損なわれた我が国の名誉を取り戻すための決議 

 

平成５年８月４日の「河野官房長官談話」の発表から２０年以上が経過した現在、「慰安婦問

題」は、沈静化するどころか、むしろ日韓間最大の外交懸案となり、かつてない深刻な状況と

なっている。 

国連（欧州本部自由権規約委員会・国連人権高等弁務官）でも、河野官房長官談話を根拠に

した対日批判が強まっており、「慰安婦問題」に「性奴隷（ｓｅｘ ｓｌａｖｅｒｙ）」という

言葉を意図的に絡めて日本国と日本人の名誉を不当におとしめる活動は、今や韓国のみならず、

米国や豪州等においても活発化している。 

平成２６年２月２０日の衆議院予算委員会において、石原信雄元官房副長官が、「河野談話の

根拠とされる元慰安婦の聞き取り調査結果について、裏づけ調査は行っていない」、「河野談話

の作成過程で韓国側との意見のすり合わせがあった可能性がある」、「河野談話の発表により、

一旦決着した日韓間の過去の問題が最近になり再び韓国政府から提起される状況を見て、当時

の日本政府の善意が生かされておらず非常に残念である」旨の証言をされた。 

これを受け、菅義偉官房長官の下、「河野談話作成過程等に関する検討チーム」が設置され、

去る６月２０日に『慰安婦問題を巡る日韓間のやりとりの経緯』が取りまとめられた。 

また、自民党内においても、『慰安婦問題を巡る日韓間のやりとりの経緯』の内容等に関し、

政府側（内閣官房、外務省、文部科学省）から説明を聴取し、活発な議論を行い、その際、事

実に基づかない虚偽を繰り返し喧伝し、戦地に赴いた兵士や戦没者の名誉と尊厳を著しく毀損

し、日韓関係を悪化させた一部報道機関に対する批判が相次いだとのことである。 

よって、本市議会は、不当におとしめられた先人達の名誉を回復すること、現在及び未来に

生きる日本人の誇りを守ること、世界の平和と繁栄に寄与してきた戦後日本のたゆまぬ努力や

人権を重んじる姿勢を内外に発信することが必要であると考え、政府に対して以下の対応を求

めるものである。 

１ 「河野談話作成過程等に関する検討チーム」が取りまとめた『慰安婦問題を巡る日韓間の

やりとりの経緯』で確認された事実につき、日本国及び日本人の名誉を早急に回復するべく、

国際社会に向けて多言語で積極的な発信を行うこと。 

⑴ とりわけ、米国をはじめとする韓国以外の諸外国、事実を誤認しているＮＧＯの発言力

が目立つジュネーブにおいて、日本政府による広報を強化すること。 

 ⑵ 国際的に権威のある人権機関が河野談話作成過程等を踏まえて正しい認識を発表するこ

とが重要であることから、日本政府による働きかけを行うこと。 

⑶ 外国人記者クラブにおいて『慰安婦問題を巡る日韓間のやりとりの経緯』を説明する機

会を得るべく、申し入れること。 

⑷ 『慰安婦問題を巡る日韓間のやりとりの経緯』を年表形式にするなど、簡潔に事実関係

を把握してもらえるよう書式にリライトし、効果的な対外発信をすること。 

２ 日本国民の「知る権利」に応えるべく、正しい歴史認識を周知するための政府広報を推進

するとともに、教科書が史実に基づいて記述されるように対応すること。 

⑴ 主権者たる日本国民に対して、『慰安婦問題を巡る日韓間のやりとりの経緯』の内容を簡

潔に分かりやすくまとめ、効果的な周知を行うこと。  

⑵ 既に平成２０年学習指導要領に基づく平成２２年度検定（平成２４年度使用開始）の中



学校教科書については、「慰安婦」の記述は皆無（７点中０点）となっている。しかし、平

成２１年度学習指導要領に基づく平成２３年度・２４年度検定（平成２５年度以降使用開

始）の高等学校日本史教科書では、１５点中１３点に「慰安婦」の記述があり、「従軍慰安

婦」という戦争当時に存在しなかった誤った文言を使用した教科書や「強制連行」を表す

記述も散見されることなどから、とりわけ、高等学校教科書を正しい記述内容にするため

の取り組みを急ぎ、検定段階で厳正なチェックを行うこと。 

３ 終戦（１９４５年）から７０年、日韓基本条約締結（１９６５年）から５０年の節目と

なる来年に向けて、『慰安婦問題を巡る日韓間のやりとりの経緯』の内容を踏まえた「新た

な内閣官房長官談話」を発出すること。 

以上、決議する。 
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